
※ 児童生徒本人の面談の際は、

原則として保護者の了解を取り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

           

 

教育上の問題や悩みをもつ児童生徒と保護者の相談に応じ、支援を

行います。 

小学生・中学生・保護者 

● 学校に関する相談 

登校しぶり・不登校・学習に関すること 等 

 

● 対人関係に関する相談 

友だちとうまく遊べない・孤立している・いじめる・いじめられる 

コミュニケーションが苦手・集団が苦手 等 

 

● 生活行動に関する相談 

反抗的な態度・不安や緊張が強い・多動・集中力がない 

ぼんやり・無気力・乱暴・すぐたたく・すぐ泣く・盗み 等 

 

● 来室相談 

相談者が電話し、受理面談の予約をする。 

教育支援センター 【ふたば】 ふたば利用の流れ 

 

来室相談開始 

１／週、１／２週の 50 分 

後日、担当相談員から連絡 

面談の日時を決める 

電話による申し込み 
（本人・保護者） 

受 理 面 談 

相談したい内容を聞く 

小集団活動 

○ものづくり/調理活動 

○スポーツ  

○学習支援 ※来室相談と併用 

※本人の状態や希望に応じて適応指導教室へご案内します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるま市教育委員会 学校教育部 学校生活応援課  

教育相談係（教育支援センター ふたば） 

 

 

 

 

 

 

◇具志川・与勝地区相談室  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇石川地区相談室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるま市  

教育支援センター 
【ふたば】 

与那城地区公民館２階 

☏ ９８９－９１２７ 

FAX ９８９－９１３４ 
 

宮森幼稚園 跡地 

☏ ９６４－２８７０ 

FAX ９８８－５８５３ 

 


